
様式第二号の八 (第八条の四の五関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県西海市崎戸町蛎浦郷1517番地3

氏
  々室義≦

ソ
亀
卜
稜酎∩

れ 奇″工場
(法人にあっては、名称及分小みなっ氏争)

電話番号 095併85-2345

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和 6年  6月  25日

長崎県知事 大石 賢苦 殿

ダイヤソル ト株式会社 崎戸工場事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 長崎県西海市崎戸町蛎浦郷1517番地3

章該事業場において現に行っている事業に関する事項

令和5年度製品JJ荷額 6,335百万円

別紙 1、 2フ コーシートの通り

③ 従 業 員

① 事 業 の 種 類 化学工場 (塩・化成品製造業)

② 事 業 の 規 模 資本金 250百万円

数 208名

計 画 期 間 令和6年4月 1日 ～ 令和7年3月 31日

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

…6161 27

(日 本産業規格 A列 4番 )



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙 4の通り 別紙 4の通り

排  出  量 別紙 4の通り 別紙 4の通り

① 現状
(こ れまでに実施した取組)

木くずに関してはパレットを木製からプラスチック製へ変更し減量
化を図っている。

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙 4の通り 別紙 4の通 り

排  出  量 別紙 4の通り 別紙 4の通り

②計画 (今後実施する予定の取組)

前年度に同じ。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

燃え殻、廃プラスチック類、木くず、がれき類、使用済蛍光管、ガラ
ス・陶磁器くず、紙くず、石綿含有廃棄物、混廃 (紙・プラ・繊維く
ず等)、 特別管理産業廃棄物

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

前年に同じ。②計画



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(こ れまでに実施した取組)

特になし。

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物 の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

特になし。

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物 の量
t t

(こ れまでに実施した取組)

特になし。

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物 の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物 の量
t t

(今後実施する予定の取組)

特になし。

②計画



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類 燃え殻

① 現状

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

136.25t t

(こ れまでに実施した取組)

特になし。

【目標】

産業廃棄物の種類 燃え殻

②計画

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

137.01t t

(今後実施する予定の取組)

特になし。

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙 4の通り 別紙 4の通り

全 処 理 委 託 量 別紙 4の通り 別紙 4の通り

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
別紙 4の通り 別紙 4の通り

再生利用業者への

処 理 委 託 量
別紙 4の通り 別紙 4の通り

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
別紙 4の通り 別紙 4の通り

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

別紙 4の通り 別紙 4の通り

(こ れまでに実施した取組)

。燃え殻については委託業者にてコンクリー ト原料としてリサイク
ル 。

・廃プラスチック類のうち、一部については委託業者にてリサイクル。
・木くずについては委託業者にてマテリアルリサイクル実施。
・使用済蛍光管については委託業者にて金属類・ガラス類を再資源化。



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙 4の通り 別紙 4の通 り

全 処 理 委 託 量 別紙 4の通り 丹町紙 4の通 り

別紙 4の通り 別紙 4の通 り

別紙 4の通り 別紙 4の通り

別紙 4の通り 別紙 4の通 り

別紙 4の通り 別紙 4の通 り

(今後実施する予定の取組)

これまでの実施と同じ。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の 6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」のホl薫]は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

9)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

偲)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該ll珂 に「別紙のと

おり」と記入し、当該イ「珂に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれのホ「濁に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。
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別紙 -3

廃 棄 物 管 理 体 制

廃棄物管理の推進、指導

工場内協力会社
1(株)崎戸運送
2 日本塩回送 (株)崎戸支店
3(有 )伸興テクノス

4.西部建設 (株)崎戸出張所
5(株)森電気計装工事
6(株)能工

IS014001管 理責任者

廃棄物管理規定の運用状況の評価、指導

公害防止管理者
1.環境分析結果と関連法律・条例を照合し、不適合がないか管理

について2.

最終処分場技術管理者

管理種別
1燃え殻

工 場 長

副 工 場 長

特別管理産業廃葉物管理責任者

管理種別
1廃酸
2廃アルカリ

廃棄物管理責任者

廃棄物管理体制の維持・向上に資する諸施策の企画・実施

1産業廃棄物管理体制、マニュアルの整備
2産業廃棄物置場の名称別管理

3.処理業者の選定・契約 ,監査
4契約書 。マニフェスト等の管理

5環境法規制の管理・通達
6事故発生時の処置
7教育訓練の実施

廃棄物管理推進者
1 当工場の廃乗物管理体制の整備、及び廃棄物管理業務に対する監理
2子会社・工場内協力会社における廃棄物管理の適正実施、指導

安全環境室長

廃棄物管理主任者

管理種別

1.廃プラスチック   9。その他一般廃棄物
2木暦
3.瓦礫類
4保温材
5廃蛍光管
6ゴム届
7ガラス、陶磁器屑ヽ

く8



別紙-4

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
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産業廃棄物の種類

排出量

産業廃棄物の種類

排出量

現状

計画

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

合計

2,67745t

2,59560t

2,56860t

合計
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産業廃棄物の種類

全処理委託量
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全処理委託量

優良認定処理業者への処理
奉許号

再生利用業者への処理委託
旦
皇
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託量

認定熱 回収業者 以外の熱 回
W7夕行う当者への 1几理季評昌
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様式第二号の人 (第人条の四の五関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

2024年 ‐ 6月  14日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所     長崎県長崎市西坂町 2番 3号

氏 名    大和リース株式会社 長崎支店

支店長 正本 裕秋

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電言舌!番号     095-822-0600

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 大和リース株式会社 長崎支店

事 業 場 の 所 在 地 長崎県長崎市西坂町 2番 3号

計 画 期 間 令不日6年 4月 1日 ～令和 7年 3月 31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 総合工事業

② 事 業 の 規 模 売上高2,981百万円 (長崎支店・2024年 3月 期)

③ 従 業 員 数 17名 (長崎支店・2024年 3月 31日 現在)

④産業廃棄物の一連
の処理の工程 _516,17別紙 1の とお り

(日 本産業規格 A列 4番 )



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】別紙2の とおり

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

① 現状
(こ れまでに実施 した取組)

・産業廃棄物研修の実施
・環境 目標を設定し、施工面積あたりの産廃排出量を削減する

令和5年度目標 :27.Okg/ポ以下 実績 :32.6kg/ピ

【目標】別紙2の とおり

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

② 計画 (今後実施する予定の取組)

今後実施する予定の取組)

。資材のプレカット、分別を徹底する
。製品化された部材の導入を検討する

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別 している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

汚泥 。廃油 。廃プラスチック・紙くず 。本くず 。繊維くず 。金属くず 。

石膏ボー ド・ガラス陶磁器くず・コンがら・アスコンがら。その他が

れき類・水銀灯・蛍光灯 。安定型建設混合廃棄物・管理型建設混合廃

棄物・管理型混合廃棄物・石綿含有廃棄物
。再生利用等による減量化を含めた分別に努める
。再生率のより良い業者の選定

④  (今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

・再生率のより良い業者の選定
③ 計画



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行つた

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
(こ れまでに実施 した取組 )

【目標】

の種類

再生不1用 を行う
t t

②計画
産業廃棄物 の量

(今後実施する予定の取組)

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物 の量
t

(こ れまでに実施 した取組 )

【目標】

の 種類

自 収を行 う
t t

廃棄物 の量

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物 の量
t t

②計画

(今後実施する予定の取組)



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

t t

① 現状

(こ れまでに実施した取組)

【目標】

産業 の種類

立処分又は

投入処分を行う t t

②計画 産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】 丹町紙2の とおり

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(こ れまでに実施した取組)

。再生利用等による減量化を含めた分別に努める
。再生率のより良い業者の選定



(第 5面 )

② 計画

【目標】別紙2の とおり

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

・再生率のより良い業者の選定

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応 じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入 した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入 し、当該欄に記入

すべき内容を記入 した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「一」を記入すること。

7 ※欄は記入 しないこと。



発 生 源

各
　
　
現
　
　
場

④産業廃棄物の一連の処理の工程(男1紙 1)

廃 棄 物 処 理 日処 分

再 生がれき類 破砕・選別

埋 立

破砕 再 生
コンクリートがら
アスコンがら

再 生
ガラス・陶磁器くず

(木毛セメント板含む)
破砕日選別

埋 立

切 断

口圧
再 生金属くず

圧縮 H梱包 再 生紙くず

破砕 再 生繊維くず

破砕 H選別 再 生石膏ボード

再 生廃油 選 別

再 生廃プラスチック 破砕口圧縮

埋 立

再 生木くず
破砕 H圧縮日

焼却

埋 立焼却

再 生
混合廃棄物
(管理型含む)

破砕日選別

埋 立

埋 立
がれき類

(石綿含有)

産業廃棄物の流れ

委託処理部分の範囲

L



産業廃棄物の処理の委託に関する事項 (別紙2)

R5年度実績 (t)

合計

3158.5

3158.5

3158.5

0.0

0.0

0.0

蛍光灯

0.09

0.09

0.09

00

00

0.0

水銀灯

0.03

0.03

0.03

0.0

0,0

0.0

石綿含有
プラステッ

ク

0.50

0.50

050

0.00

0.00

0.00

石綿含有
ガラス陶磁

器(ず

12.50

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

管理型
混合

47.06

47.06

47.06

0.0

0.0

0.0

その他
がれき

69.37

69.37

6937

0.0

0.0

0.0

アスコン
がら

1055.69

1055.69

1055.69

0.0

0.0

0.0

コンク
:)―卜が

島

1 230 1 7

1230.17

1230.17

0.0

0.0

0.0

石青
ボード

289.90

289.90

289.90

0.0

0.0

0.0

ガラス・陶
磁器くず

97.20

97.20

97.20

0.0

0.0

0.0

金属くず

17.97

17.97

17.97

0.0

0.0

00

繊維くず

0.19

0.19

0.19

0.0

0.0

0.0

木くず

18210

182.10

182.10

0.0

0.0

0.0

紙くず

22.47

22.47

22.47

0.0

00

0.0

廃プラ

133.14

13314

133.14

0.0

0.0

0.0

廃油

0.11

0.11

0.11

00

0,0

0.0

汚泥

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

産業廃棄物の種類

全排出量

全処理委託量

R6年度 目標 (t)

合計

990.14

990.14

990.14

0.00

000

0.00

蛍光灯

0.03

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

水銀灯

0.01

0.01

0.01

0.00

000

0.00

石綿含有
プラスチッ

ク

016

0.16

0。 16

0.00

000

0.00

石綿含有
ガラス陶磁

器くず

3.88

3.88

388

0.00

0.00

000

管理型
混合

14.59

14.59

14.59

0.00

0.00

0.00

その他
がれき

21.50

21.50

21.50

0.00

0.00

0.00

アスコン
がら

327.26

327.26

327.26

0.00

0.00

000

コンク
1)―卜が

ス

392.35

392.35

392.35

0.00

0.00

0.00

石青
ボード

8987

89.87

89.87

0.00

0.00

0.00

ガラス・陶
磁器くず

30.13

30.13

3013

0.00

0.00

000

金属くず

5.57

5.57

5.57

000

0.00

0.00

繊維くず

0.06

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

木くず

56.45

56.45

56.45

000

0.00

0.00

紙くず

6.97

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

廃プラ

41.27

41.27

41.27

0.00

0.00

0.00

廃油

0.04

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

汚泥

0.00

000

0.00

0.00

000

000

産業廃棄物の種類

全排出量

全処理委託量



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  令和６年６月２８日 

 

長崎県知事 大石賢吾 殿 

提出者                   

           住 所 長崎県雲仙市小浜町南本町7番地22           

氏 名  宅 島 建 設 株 式 会 社 

                               代表取締役 宅 島 寿 孝                

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０９５７-７５－０２２２    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称   宅島建設株式会社 

事 業 場 の 所 在 地   長崎県雲仙市小浜町南本町７番地２２ 

計 画 期 間   令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日  

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 ０６ 総合工事業 

②事 業 の 規 模    売上高 ４，６８７，０５６千円 

③従 業 員 数      １００人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

土木・建築・解体工事等 

①コンクリートがら 

アスファルトがら  →再生処理業に委託して、再生砕石として再資源化 

②木くず、金属くず →50ｋｍ以内に再資源化施設が場合は、再資源化施設

へ処理委託する 

 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

別紙１のとおり 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（５年度）実績】※別紙２のとおり       

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 
① 産業廃棄物の適正処理を確保するため、関連する法令、その他の規則を

遵守するとともに行政の環境施策に協力する。 

② 発生した産業廃棄物は自ら処理することを原則とし、処理業者に委託す

る場合であっても、収集運搬から処分に至るまで確認し的確に管理する。 

③ 最終処分量の削減、再生利用の拡大等について、数値目標及びその達成

時期を定め実施する。また、これら処理に関する目標及び計画は、定期的に

必要な見直しを行う。 

④ 廃棄物の処理について次に掲げる事項を実施し、また、関連会社にも必

要な指導を行う。 

発生抑制 ・発生抑制を考慮した施工方法を検討する。 

再生利用 ・作業所内及び他作業所での流用 

    ・再資源化施設への処理委託 

その他  ・処理業者と適正な委託契約を締結する。 

⑤ マニュフェスト伝票の管理を徹底する。 

②計画 

【目標】※別紙２のとおり  

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・木製型枠の使用抑制、鋼製型枠の使用推進 

・プレカット材使用の制限 

                   など 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

  ・各作業所において、廃棄物の分別ボックスを設け分別の 

徹底を図る 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

  ・分別ステッカーを作成し分別の必要性を認識させる 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（５年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・特に実施していない 

 

 

 

②計画 

【目標】※別紙２のとおり  

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

実施予定なし 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（５年度）実績】※別紙２のとおり   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・特に実施していない 

 

②計画 

【目標】※別紙２のとおり    

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

実施予定なし 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（５年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

実施例なし 

 

 

②計画 

【目標】※別紙２のとおり  

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

実施予定なし 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（５年度）実績】※別紙２のとおり   

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

 

（これまでに実施した取組） 

委託基準に従って、産業廃棄物を委託できる業者を選定し、書面

による契約を実施している 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】※別紙２のとおり  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

 

【今後実施する予定の取り組み】 

・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利用、熱回収ができ

る業者へ委託する 

・可能な限り優良認定処理業者から選定する 

※但し、再生利用業者への処理委託量以外については、数値目標を

昨年度に引き続き定めない 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１

教育・啓発 実施報告

処理計画の確認 実施報告

指導等

計画の周知徹底 教育・啓発

現場員・協力業者

管理体制

役　員

工事担当部門長

社員 作業所所長 監督官庁



別紙2

優良認定処理業
者への処理委託
量

再生利用業者へ
の
処理委託量

認定熱回収業者
への処理委託量

認定熱回収業者
以外の熱回収を
行う業者への処理
委託量

優良認定処理業
者への処理委託
量

再生利用業者へ
の
処理委託量

認定熱回収業者
への処理委託量

認定熱回収業者
以外の熱回収を
行う業者への処理
委託量

がれき類 4,619.7 4,619.7 123.5 4,522.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 500.0 3,500.0 0.0 0.0

ガラス・コンクリート・陶磁器くず 129.8 129.8 31.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

木くず 1,079.6 1,079.6 0.0 1,079.6 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 0.0 0.0

汚泥 40.3 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

混合物 419.4 419.4 26.1 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 50.0 250.0 0.0 0.0

金属くず 84.6 84.6 0.0 84.5 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

紙くず 269.2 269.2 0.0 269.2 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

繊維くず 2.6 2.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃プラスチック類 396.9 396.9 4.4 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 50.0 250.0 0.0 0.0

合　　計 7,041.9 7,041.9 186.0 5,955.3 0.0 0.0 5,650.0 5,650.0 600.0 5,050.0 0.0 0.0

排出量

【令和5年度実績】 【令和6年度目標】

排出量 令和6年度
全処理委託量

産業廃棄物の種類 令和5年度
全処理委託量



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和6年 6月 26日  

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所  長崎県長崎市古賀町867-1      

氏 名 タマホーム株式会社 長崎支店    

                             支店長 森山 英治  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 095-832-0248                     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  タマホーム株式会社  長崎支店 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県長崎市古賀町867-1 

計 画 期 間  令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 06 総合工事業 

② 事 業 の 規 模 53億7638万円 

③ 従 業 員 数 67名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

廃プラスチック類→破砕→原燃料 

木くず→破砕→燃料チップ・ボード・原燃料 

安定型混廃→分別(金属、ガラス、陶器類)→破砕→埋立 

管理型混廃→分別(木くず、紙くず、石膏)→破砕→埋立 

がれき類→破砕(焼却)→再生路盤材(原燃料) 

 

(日本産業規格 Ａ列４番) 

 



 

 

(第２面-1) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

別紙管理体制図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】       

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

排 出 量 51.1ｔ 132.3ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・梱包材や養生材を削減 

・木材のプレカット化 

・配管類のユニット化 

・発生抑制に関する情報収集 

 

①計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

排 出 量 49.6ｔ 128.3ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

上記に加え、下記の取組を実施予定 

・発生抑制の為の調達方法の工夫 

・工法の改善検討 

・梱包材の簡素化 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・がれき類(コンクリート塊)、木材を分別 

・石膏ボードを分別 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・上記に加え、管理型処分産業廃棄物と安定型処分産業廃棄物に分別

を実施予定 

・分別に関する情報収集 



 

 

(第２面-2) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

別紙管理体制図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

② 現状 

【前年度（令和５年度）実績】       

産業廃棄物の種類 安定型混廃 管理型混廃 

排 出 量 37.7ｔ 831.2ｔ 

（これまでに実施した取組） 

第2面-1の①現状記載同様 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 安定型混廃 管理型混廃 

排 出 量 36.6ｔ 806.2ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

第2面-1の産業廃棄物の排出の抑制に関する事項①計画記載同様 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

第2面-1の産業廃棄物の分別に関する事項①現状記載同様 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

第2面-1の産業廃棄物の分別に関する事項②計画記載同様 

 



 

 

(第２面-3) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

別紙管理体制図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

③ 現状 

【前年度（令和５年度）実績】       

産業廃棄物の種類 がれき類  

排 出 量 79.9ｔ  

（これまでに実施した取組） 

第2面-1の①現状記載同様 

 

 

 

 

③計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類  

排 出 量 77.5ｔ  

（今後実施する予定の取組） 

第2面-1の産業廃棄物の排出の抑制に関する事項①計画記載同様 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

第2面-1の産業廃棄物の分別に関する事項①現状記載同様 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

第2面-1の産業廃棄物の分別に関する事項②計画記載同様 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面-1） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】  

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

全 処 理 委 託 量 51.1ｔ 132.3ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
35.8ｔ 132.3ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

委託基準に従って、産業廃棄物を委託できる業者を選定し書面による

契約を実施 

 

 

 

 

 



 

 

（第４面-2） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

② 現状 

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ② 現状 

【前年度（令和５年度）実績】  

産業廃棄物の種類 安定型混廃 管理型混廃 

全 処 理 委 託 量 37.7ｔ 831.2ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
17ｔ 332.5ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

委託基準に従って、産業廃棄物を委託できる業者を選定し書面による

契約を実施 

 

 

 

 

 



 

 

（第４面-3） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

③ 現状 

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

③計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ③ 現状 

【前年度（令和５年度）実績】  

産業廃棄物の種類 がれき類  

全 処 理 委 託 量 79.9ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

委託基準に従って、産業廃棄物を委託できる業者を選定し書面による

契約を実施 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面-1） 

 ①計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

全 処 理 委 託 量 49.6ｔ 128.3ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
2.5ｔ 6.4ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
39.7ｔ 128.3ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・可能な限り優良認定処理業者から選定する 

・再生処理を中心とした産業廃棄物処理業者の選定を促進する 

・委託処分事業者の現地確認を実施する 

・委託業者任せにせず、性情等を把握する  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第５面-2） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 管理型混廃 安定型混廃 

全 処 理 委 託 量 36.6ｔ 806.2ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
1.8ｔ 40.3ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
20.1ｔ 403.1ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

第5面-1の①計画の今後実施する予定の取組記載同様 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第５面-3） 

 ③計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類  

全 処 理 委 託 量 77.5ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
3.9ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
7.8ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

第5面-1の①計画の今後実施する予定の取組記載同様 

 

 

 

  

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



廃棄物処理に関する管理体制

支店長 〇破棄物処理方針
（廃棄物処理統括責任者） 〇破棄物処理に関する各種事項の決定

〇廃棄物処理に関する各種事項の承認
〇廃棄物処理計画の管理
〇委託契約の締結管理

工程安全委員会 〇廃棄物処理に関する検討
　　廃棄物の発生抑制、再生処理、中間処理、適正処理の推進、計画的な廃棄
　　の管理運営を行う上で必要な事項を検討する。

工務責任者 〇廃棄物処理計画の作成
（廃棄物管理担当者） 〇廃棄物管理状況の把握と維持管理状況の把握

〇産業廃棄物処理施設の運転・維持管理状況の把握
〇処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理
〇委託契約の締結
〇産業廃棄物管理票の交付・管理
〇監督官庁への各種報告
〇社員、関連会社に対する教育、啓発
〇その他関係する事項

作業所 〇廃棄物管理状況の把握
工務担当 〇産業廃棄物管理票の交付・管理
（作業所担当） 〇その他関係する事項

　　　作業所
    工務担当（作業所担当）

作業所 作業所 　　　　　   関連会社

安全 ・工程会議

職 ・氏名　：　支店長　森山　英治
組織人数  ： 11名

役
割

廃棄物管理組織図

統括責任者
廃棄物担当者

所属 ： 長崎支店
組織名 ： 長崎支店工務課

支店長

工務課長
（廃棄物管理担当）

（廃棄物処理統括責任者）



様式第二号の人 (第人条の四の五関係)

(第 1面 )

住 所 西彼杵郡時津町浦郷 274番地 1

氏 名 時津町長 山 上 広 信
イ     (法 人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号 095二 882-2211
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和 6年 5月 14日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

時津町 子々川浄水場事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 西彼杵郡時津町子々川郷 1740番 地

令和 6年  4月  1日 令不日 7年  3月 81日計 画 期 間

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

浄水場処理工程 :

取水→子々川浄水場着水→沈澱池→排泥池→濃縮槽→貯留槽→天 日乾

燥床 (汚泥脱水及び乾燥)

汚泥搬出及び処理委託

天自乾燥床処理後委託業者へ汚泥搬出→中間処理→運搬→最終処分

① 事 業 の 種 類 上水道事業 (浄水場)

② 事 業 の 規 模 浄水量 (取水量)8, 284ポ /日 (平均)

…6.51③従 業 員 数 浄水場従事職員 10名

④産業廃乗物の一連
の処理の工程

(日 本工業規格 A列 4番 )



(第 2面)

産業廃乗物の処理に係る管理体制に関する事項

総括責任者 (上下水道課長)

運転管理責任者 (所長)

代表取締役

運転管理従事者 (10名 )

時津町子々川浄水場 運転管理委託業者 委託業者本社

(管理体制図)

時津町役場

廃棄物担当 (課長補佐

1名 )

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 上水汚泥

排  出  量 1580t t

① 現状
(こ れまでに実施した取組)

上水汚泥の元となる濁度の高い原水の取水を抑制し、濁度が低い原水
を取水しり檸出の抑制に努めている。

【目標】

産業廃葉物の種類 上水汚泥

排   出  量 1869t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

今後も従来同様に濁度が低い原水を優先的に取水 し、減量化に努めた
い 。

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画

①現状

産業廃棄物の分別に関する事項



(第 3面)

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生不1用 を行った

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
(これまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物 の量
t t

②計画

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

(今後実施する予定の取組)

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 上水汚泥

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物 の量
1399t t

(これまでに実施 した取組)

天日乾燥工程において、効率がよい夏場に多くの搬出させ、全体量の

減量化を図つた。

〔目標】

産業廃棄物の種類 上水汚泥

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物 の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物 の量
1128t t

(今後実施する予定の取組)

今後も上水汚泥の天日乾燥減量化は、冬季については汚泥含水率が低

下しないことから、乾燥期間を夏場に重点的にシフトするように運転

管理の調整を実施する '

②計画



(第 4面 )

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物 の量

t

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 上水汚泥

181t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
181t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

全 処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 上水汚泥

全 処 理 委 託 量 241t t

t t

241t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

効率的な回液分離によつて、天日乾燥汚泥の含水率を低下させ、委

託処分量の減量化に努める。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,Oooト ン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行らてぃる事業に関する事寡」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び寡組を記入すること。

5 「産業療棄物?処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼去P処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者
べの焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の企てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。                    .



様式第二号の人 (第人条の四の五関係)

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令不日6年 5月 14口

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所 西彼杵郡時津町浦郷 274番地 1

氏 名 時津町長 山 上 広 信

(法人にあつては(名称及び代表者の氏名)

電話番号095-882-2538(直 通)

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 西彼杵郡時津町久留里郷 1441番 地

令和 6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月 31日計 画 期 間

流入水量 9, 240だ /日 (平均)
*と 一二②事 業 の 規 模

浄化センター従事職員 15名③従 業 員 数

6負る6,

也

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

(日 本工業規格 A列 4番 )



(第 2面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(上下水道課長)

当 (係長 1名 )

代表取締役

ヒセンター  運転管理委託業者

(所長 )

当者 (技術担当者)

〔前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚泥

排   出  量 177, 861t *:-2 t

初沈汚泥は重力濃縮、余剰汚泥は機械濃縮を行いそれぞれの汚泥の濃
縮濃度を上げ減量化に努めた。

( これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

排   出  量 177, 994t *4,3 t

産業廃棄物の排出の抑制に関する.事項

流入水量もやや安定してきているなか、今後も前年度同様にさらなる
減量化に努める。

(今後実施する予定の取組)

①現状
(分別 している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

産業廃棄物の分別に関する事項

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 ( 年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生不1用 を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(こ れまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

② 計画
(今後実施する予定の取組 )

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t

① 現状
自ら中間処理により減量した

175, 888t *1 ・′l t
産業廃棄物の

(こ れまでに実施した取組)

濃縮性が高い薬品を使用し減量化に努めている。

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量する 176,014t t

産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組 )

今後も前年度同様に減量化に努める。

②計画
,筆 I‐ 5



(第 4面 )

【前年度 ( 年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量
t

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

自ら行 9 産業廃棄物の埋 立 処分又 は海洋投入処分イこ関す る事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 下水道汚泥

1, 978t *1-6 t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1, 978t *'-6 t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

全 処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量
t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

(これまでに実施した取組)

収集処分まで的確に確認し管理を行った。

一
　

こ



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 1 979t *1-7 t

t t

1, 979t *五 一イ t

t t

t

(今後実施する 取組)

施設の改築更新を計画的に進めるなか、脱水設備等の適切な管理によ

つて、少しでも最終委託量を減量化できるよう努めたい。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄牛ノ刀の発生量が1,o00ト ン以上の事業場ごとに1枚作成すること。
2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事察」の欄は、以下に従つて記入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (章該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。
4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼去「処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者
への焼去P処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の企てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該ギ東]に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、
「―」を記入すること。

7 ※欄は記入 しないこと。

一
　

Ｌ

一
　

　

一
　

一



様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

  令和 6年  6月  18日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者 〒850-8685

住 所 長崎市魚の町4-1

氏 名 長崎市上下水道事業管理者

上下水道局長 片江 伸一郎  

（担当：浄水課浄水施設係 TEL 095-829-1213）

      

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 道ノ尾浄水場

事 業 場 の 所 在 地 西彼杵郡長与町高田郷38番地

計 画 期 間 令和6年 4月 ～ 令和7年 3月

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事 業 の 種 類 水道事業

②事 業 の 規 模 令和 5年度 道ノ尾浄水場配水量実績 3,857,840m3

③従 業 員 数 上下水道局職員数 約260名

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

1.浄水工程のうち沈澱池・ろ過池等の洗浄時に発生した排水スラッジを

天日乾燥して生成する。

2.天日乾燥床より収集し、中間処理施設まで運搬。（委託）

3.中間処理施設にて脱水処理を行う。（委託）

4.建設資材（埋め戻し材・盛土等）として有効活用。

(日本工業規格 Ａ列４番)



(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

※1 収集運搬、中間/最終処分業者と委託契約。

※2 電子マニフェストにより処理状況を確認。

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

① 現状

【前年度（令和5年度）実績】      

産業廃棄物の種類 汚泥（浄水）

排 出 量 1,496ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

当局の浄水場から発生する浄水汚泥に対して直接的な抑制策は講

じていない。

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥（浄水）

排 出 量 1,500ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特に無し。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

浄水工程により発生する汚泥のみである。

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

浄水工程により発生する汚泥のみである。

【排出事業者】

長崎市上下水道局

【排出事業場】

長崎市上下水道局 各浄水場

・汚泥を収集運搬業者に引き渡す。

（指示・通達・情報）

【中間/最終処分業者】

・汚泥は中間処理施設にて焼却、脱水等を行

い、建設資材（埋め戻し材・盛土等）とし

て有効活用。

【収集運搬業者】

・収集した汚泥を中間処理施設へ運搬

する。



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（   年度）実績】

産業廃棄物の種類 汚泥（浄水）

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥（浄水）

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

① 現状

【前年度（令和5年度）実績】

産業廃棄物の種類 汚泥（浄水）

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
0ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
1,407ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

直接的な抑制策は講じていない。

②計画

【目標】  

産業廃棄物の種類 汚泥（浄水）

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
0ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
1,410ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特に無し。



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度（  年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

① 現状

【前年度（令和5年度）実績】

産業廃棄物の種類 汚泥（浄水）

全 処 理 委 託 量 89ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
0ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
89ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
0ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

中間処理施設にて焼却、脱水等を行い、建設資材（埋め戻し材・盛

土等）として有効活用。



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥（浄水）

全 処 理 委 託 量 90ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
0ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
90ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
0ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

中間処理施設にて焼却、脱水等を行い、建設資材（埋め戻し材・盛

土等）として有効活用。

※事務処理欄



（第６面）

備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

７ ※欄は記入しないこと。

【添付資料】



様式第二号の人 (第人条の四の五関係 )

1面 )

提出者

住 所  長崎県諌早市栄田町21-22

氏 名  長崎ブロイラー産業株式会社

代表取締役 池松 和彦

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0957-25-1400

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和 6年  5月  27日

長崎県知事 大石 臣
貝
来
吾 殿

長崎ブロイラー産業株式会社事業場の名称

長崎県諌早市栄田町21-22事業場の所在地

計画期間 令和6年 3月 まで令和5年 4月

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

①事業の種類

②事業の規模

③従業員数

別添図-1

09 食料品製造業

121億6千万円 製造品出荷額前年度実績

320名  令和6年3月 末現在

④産業廃棄物の一
連の処理の工程
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2

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 ( 令和5 年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り 別紙のとお り

排出量 別紙のとお り 別紙のとお り

①現状
で に した

1.汚泥については、排水処理槽の脱窒素処理で、表面浮上した高濃

度汚泥の回収を行い、汚泥脱水機で脱水することで、余剰発生量を

抑制。又、脱水の際に使用する高分子疑集剤の適正な選定で、脱水

汚泥の含水率が上がらないように調整 している。

2.廃アルカリ (鶏の血液)は、直接専用容器に回収し、その際に洗
が い よ イこ ヤヽ

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り 別紙のとお り

排出量 別紙のとお り 別紙のとお り

②計画
る予 の

1.排水処理により発生する余剰汚泥を抑える為、原水加圧浮上槽に

最終曝気槽の活性化 した、曝気槽汚泥水を一部入れ高分子疑集剤 と

混合 して力日圧浮上除去 し、原水負荷を下げて汚泥の発生量を抑制す
る。

2.廃アルカリ (鶏の血液)は、直接専用容器に回収し、その際に洗

浄水が入 らないように徹底を図る。

①現状

②計画

の

(分別 している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

2.廃アルカリ (鶏の血液)は、直接専用容器に回収し、その際に洗

浄水が入 らないようにしている。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

2.廃アルカリ (鶏の血液)は、直接専用容器に回収し、その際に洗

浄水が入 らないように徹底を図る。



8

の

【前年度 (
―年度)実績】

/の

t ― t自ら再生利用を行つた
産業廃棄物の量

①現状 (こ れまでに実施 した取組 )

の

t t
の

②計画

目 互

予定の取組 )

の

【前年度 (   令和5  年度)実績】

別紙のとお り産業廃棄物の種類

t t自ら熱回収を行つた
産業廃棄物の量

t別紙のとお り自ら中間処理により減量した
産業廃棄物の量①現状

②計画

(こ れまでに実施 した取組)

排水処理施設の汚泥については、余剰汚泥脱水に使用する高分子凝集剤の適
正な選定で、脱水汚泥の含水率が上がらないように調整 している。 (排水処理

施設より発生する汚泥についてはコンサルタン ト業者を入れて改善取組中。 )

【目標】

別紙のとお り産業廃棄物の種類

t
自ら熱回収を行 う
産業廃棄物の量

t

別紙のとお り t自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組 )

1.排 水処理施設の汚泥については、余剰汚泥脱水に使用する高分子疑集剤
の適正な選定で、脱水汚泥の含水率が上がらないように調整する。 (排水処理

施設より発生する汚泥についてはコンサルタン ト業者を入れて改善に引き続き

取組む。 )



4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (
一年度)実績】

産業廃棄物の種類

海洋投入処分を行った ― t ― t

①現状 の 量

これまでイ し

【目標】

産業廃棄物の種類

行 9 ― t ― t

②計画 の

る の

1.自 社脱水機により脱水された汚泥 (脱水汚泥)は委託処理業者に委託し、
全量肥料化 され再生利用されている。

2.鶏の屠殺処理工程から発生する、廃アルカリ (鶏の血液)は、委託処理業
者により、全量肥料化され再生利用されている。

別紙のとお り別紙のとお り

― t①現状

― t

t t

の
t

口

t

再生禾U用 へ の

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

産業廃棄物の種類

全処理委託量

認

の

処

年度)実績】

別紙のとお り

別紙のとお り 別紙のとお り

別紙のとお り

(こ れまでに実施 した取組 )

の熱回収を行 う業者

【前年度 (   令和5

へ の



5

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り 別紙のとお り

全処理委託量 別紙のとお り 別紙のとお り

t t

別紙のとお り 別紙のとお り

t t

t t

(今後実施する予定の取組 )

1.自 社脱水機により脱水された汚泥 (脱水汚泥)は処理業者に処理委託を

継続する。 (委託先で全量肥料化 され再利用される。 )

2,工場の屠殺放血処理工程から発生する廃アルカリ(鶏の血液)は、回収
ピットよリポンプアップで専用容器に回収され、委託処理業者に委託を継続

する。   (委 託先で全量肥料化され再利用される。 )

※事務処理欄



別紙
産業廃棄物処理計画実施状況

廃プラスチック

廃アルカリ

汚 泥

廃棄物
の

種類

総合計

動植物性残さ

廃 油

ガラスくず、コンク
リートくず、陶磁器く

金属くず

木くず

]

]

]

二
一一Ｅ

計

夏j記 :

現 i

現

現

現 】

画

尺

・画

尺

画

画

現状
/

計画

画

代

画

犬

犬

画

式

画

尺 11.387

3.000

5.225

5.000

5.775

1.100

1,386

15.000

16.350

排出量

16,115.5

17,767.7

0.000

8.300

0.400

0

0.100

1.516

7.000

15,000

16,341

自己中間
処理量

15,000

16,341

14,000

15,153

自己中間処理

減量化量

14,000

15,153

1,000

1,188

自己中間処理

後の残さ量

1.000

1,188

2.115.5

2.606.9

0.000

8.300

0.400

0

0.100

1.516

7.000

11.387

3.000

5.225

5.000

5.775

1,100

1.386

1,000

1,197

全量委託量

2,100

2.533

1,100

1.386

1,000

1,197

再生利用

業者への

処理委託量



産業廃棄物の発生から処理工程

*フ
゛
ロイラーの血液発生

↓(容器で回収)

廃アルカリ(血液 )

十
【委託処理業者】

(中 間処理 )

↓
[月巴米斗化]

【委託処理業者】
(中 間処理 )

[再生]又は、
[埋め立て処分 ]

別添図一¬

* 汚泥の

汚泥 (脱水汚泥 )

【委託処理業者】
(中間処理)

↓
[月巴米斗化]

の脱水 )
I

出  荷 加  工

コス



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

理

別添図-2

○委託契約の締結。
O監督官庁への各種報告。

の

O工場の廃棄物管理規定の策定。
O社員、関連会社に対する教育日啓発。

(排出される廃棄物の分別指導等。)

リサ ル のO

○ 工 の

○廃棄物処理計画書の資料作成。
O産業廃棄物発生の低減及び改善。
O廃棄物処理施設の管理。(汚泥脱水施設 )

のO

○

○廃棄物発生状況の把握と改善策の検討。環境対策管理
○産業廃棄 生 の

の

提案。



様式第二号の八（第八条の四の五関係）

長崎県知事 殿

提出者

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

(日本産業規格　Ａ列4番）

令和6年6月17日

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

住 所

氏 名

電話番号

福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５

西松建設株式会社九州支社

常務執行役員支社長  吉田　卓生

０９２－７７１－４１２４(担当：浦吉)

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

別添１ 処理工程図のとおり

（第1面）

①事　業　の　種　類 総合建設業

②事　業　の　規　模 3,362億円(全社)

③従　 業　 員 　数 2,762人(全社)

事 業 場 の 名 称 西松建設株式会社　九州支社

事 業 場 の 所 在 地 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５

計 画 期 間 令和6年4月1日～令和7年3月31日

産業廃棄物処理計画書



別添１ 処理工程図
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。



別添２ 管理体制図



産業廃棄物処理計画書 別紙集計表

現状：前年度（令和5年度）実績量

計画：今年度（令和6年度）計画量（目標） 単位：トン

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

汚泥 92.40 83.16 － － － － － － － － 92.40 83.16 92.40 83.16 92.40 83.16 0.00 0.00 0.00 0.00

廃油 4.74 4.27 － － － － － － － － 4.74 4.27 0.00 0.00 4.74 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00

廃アルカリ 4.26 3.83 － － － － － － － － 4.26 3.83 0.00 0.00 4.26 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00

廃プラスチック類 40.25 36.23 － － － － － － － － 40.25 36.23 40.25 36.23 40.25 36.23 0.00 0.00 0.00 0.00

紙くず 12.30 11.07 － － － － － － － － 12.30 11.07 12.30 11.07 12.30 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00

木くず 278.69 250.82 － － － － － － － － 278.69 250.82 228.53 205.68 118.91 107.02 0.00 0.00 0.00 0.00

コンクリート片 915.39 823.85 － － － － － － － － 915.39 823.85 915.39 823.85 915.39 823.85 0.00 0.00 0.00 0.00

アス・コン片 374.32 336.89 － － － － － － － － 374.32 336.89 374.32 336.89 374.32 336.89 0.00 0.00 0.00 0.00

建設混合廃棄物（管理型） 4.68 4.21 － － － － － － － － 4.68 4.21 4.68 4.21 4.68 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 1,727.03 1,554.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,727.03 1,554.33 1,667.87 1,501.09 1,567.25 1,410.53 0.00 0.00 0.00 0.00

産業廃棄物の種類

排出抑制 自ら行う中間処理 処理の委託

自ら再生利用を
行った(行う)量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行った(行う)量排 出 量

自ら熱回収を
行った(行う)量

自ら中間処理により

減量した(する)量 全 処 理 委 託 量
優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
再生利用業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量





































様式第二号の八（第八条の四の五関係）

年 6 月 20 日

長崎県知事　大石　賢吾 殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本工業規格　Ａ列４番）

2024

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

別添1　産業廃棄物処理工程

（第１面）

③ 従 業 員 数 193名

産業廃棄物処理計画書

854-0022　長崎県諫早市幸町79-23

工場長　宮ノ原　裕史

0957-22-1343

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他そ
の処理に関する計画を作成したので、提出します。

日本フードパッカー株式会社　諫早工場

長崎県諫早市79番23号

2024年4月1日～2025年3月31日

① 事 業 の 種 類 食肉処理業

② 事 業 の 規 模 前年度売上高　：　138億円

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

日本フードパッカー株式会社　諌早工場



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（　 令5 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

　　別添2　　産業廃棄物に係る管理体制

①現状

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

排 出 量 _ 2536.8

汚泥　：　工場用水節水。固形物、不純物の除去。汚泥脱水機の
　　　　　メンテナンス。汚水原水の低減等。

動植物性残渣　：　水分を出来るだけ切り排出。

廃プラスチック　：　可燃物との分別

②計画

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

排 出 量 _ 2,505.8

1頭当りの排出量を削減出来るように、現状の取り組みの維持と排水処理
施設の管理徹底。

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

廃プラスチック　：　排出の際、分別用の収集缶を設置している為
　　　　　　　　　　分別するように呼びかけ。

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

現状の取り組みを維持し金属とプラスチック類を出来るだけ
分解し分ける。



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　 令5 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　 令5 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

0

（第３面）

①現状

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

0

①現状

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

0

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量 0

自社にて中間処理は実施していない。

②計画

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自社にて中間処理をする計画はない。

②計画

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量 0



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（　 令5 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（　 令5 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

0

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

自社で埋立処分又は、海洋投入を行う事はない。

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表内訳表

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

0

今後も自社で埋立処分又は、海洋投入を行う事はない。

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

29.8

汚泥　：　発生量を抑制する為に、水分調整や排水処理施設の
　　　　　管理している。堆肥化にて処理をする業者を選定し委託
　　　　　している。

①現状

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

全 処 理 委 託 量 _ 2,536.8

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

1,995.9



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

29.4

（第５面）

②計画

産業廃棄物の種類 _ 別表内訳表

全 処 理 委 託 量 _ 2,505.8

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

1,971.5

汚泥　：　1頭当りの排出量を削減出来るように、今後も排水処理施設の
性能維持に努め、発生汚泥の削減に努める。又、委託業者も堆肥化し再
生利用を行う業者へ引き続き委託する。

※事務処理欄



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



単位（t）

廃プラ
スチック
類

金属く
ず

汚泥
汚泥（動
物の糞
尿）

廃アル
カリ

動物系
固形不
要物

廃プラ（軍
手・フィル
ムクズ等）

汚泥
（無機
性）

合計

①現状（2023年度実績） 排出量 10.4 8.6 748.2 220.5 1,008.2 469.6 29.8 41.5 2,536.8

②計画（2024年度計画） 排出量 10.3 8.5 739.0 217.8 995.9 463.9 29.4 41.0 2,505.8

①現状（2023年度状況） 自ら再生利用を行った量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

②計画（2024年度計画） 自ら再生利用を行う量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

①現状（2023年度状況） 自ら熱回収を行った量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

自ら中間処理により減量する量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

②計画（2024年度計画） 自ら熱回収を行った量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

自ら中間処理により減量する量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

①現状（2023年度状況） 自ら埋立処分を行った量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

②計画（2024年度計画） 自ら埋立処分を行う量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

①現状（2023年度状況） 全処理委託量 10.4 8.6 748.2 220.5 1,008.2 469.6 29.8 41.5 2,536.8

（内訳）優良認定処理業者へ処理を委託した量（23記入無） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（内訳）再生処理業者へ処理を委託した量 10.4 8.6 748.2 220.5 1,008.2 0.0 0.0 0.0 1,995.9

（内訳）認定熱回収業者へ処理を委託した量（23記入無） 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（内訳）認定以外の熱回収業者へ処理を委託した量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 0.0 29.8

②計画（2024年度計画） 全処理委託量 10.3 8.5 739.0 217.8 995.9 463.9 29.4 41.0 2,505.8

（内訳）優良認定処理業者へ処理を委託する量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（内訳）再生利用業者へ委託を委託する量 10.3 8.5 739.0 217.8 995.9 0.0 0.0 0.0 1,971.5

（内訳）認定熱回収業者へ処理を委託する量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（内訳）認定以外の熱回収業者へ処理を委託した量 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 0.0 29.4

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

廃棄物の排出の抑制に関する事項

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら行う産業廃棄物の埋立処分

産業廃棄物処理計画書 別添内訳書

廃　棄　物　の　種　類



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

 令和  6年   6月    13日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者 日本フードパッカー㈱川棚工場 

住 所 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷39 

氏 名   工場長 稲田 拓哉    

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 （0956）82-4515      

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  日本フードパッカー株式会社 川棚工場 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県東彼杵郡川棚町百津郷39番地 

計 画 期 間  令和6年4月1日から令和7年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 食料品製造業 

② 事 業 の 規 模 前年度売上高  97 億円 

③ 従 業 員 数 171 名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
別添1 産業廃棄物処理工程 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

別添２ 産業廃棄物に係る管理体制 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和5年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別表内訳表  

排 出 量 2383.07ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

汚泥：場内節水・排水処理装置の散気筒交換・脱水助剤調整 

    

廃プラスチック：包装機点検調整 

         

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別表内訳表  

排 出 量 2335.41ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・脱水助剤調整 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 自販機紙コップ、空き缶、ペットボトル： 

自販機の商品のゴミは業者へお持ち帰りして頂いている。 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 現状の取組みの維持 

 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和5年度）実績】 

産業廃棄物の種類     ‐     ‐ 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
０ｔ  ‐   ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 自社にて再生利用は実施していない。 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類     ‐     ‐ 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
０ｔ ‐   ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 今後も自社にて再生利用を実施する予定はない。 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（  令和5年度）実績】  

産業廃棄物の種類      ‐      ‐ 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
０ｔ ‐   ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
０ｔ 

       

   ‐   ｔ    

（これまでに実施した取組） 

 自社にて中間処理は実施していない。 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類      ‐      ‐ 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
０ｔ ‐   ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
０ｔ   ‐   ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 今後も自社にて中間処理を実施する予定はない。 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（   令和5年度）実績】 

産業廃棄物の種類      ‐     ‐ 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

０ｔ     ‐   ｔ 

（これまでに実施した取組） 

自社で埋め立て処分又は海洋投入は実施していない。 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類      ‐     ‐ 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

０ｔ ‐   ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

今後も自社で埋め立て処分、又は海洋投入を行う事はない。 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（   令和5年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙内訳表  

全 処 理 委 託 量 2383.07ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
2328.17ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

54.90ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 汚泥：排水処理装置の維持管理の徹底。 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙内訳表  

全 処 理 委 託 量     2335.41ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
    2281.61ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

53.80ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 汚泥：今後も汚泥脱水装置・排水処理装置の維持管理に努める。 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１

◆焼却後 管理型埋め立て

産業廃棄物処理施設委託
◆再生利用目的

産業廃棄物処理施設委託
◆再生利用目的

産業廃棄物処理施設委託
◆焼却後 管理型埋め立て

産業廃棄物処理施設委託
◆焼却後 管理型埋め立て

リサイクル不可木製パッレト木くず
産業廃棄物処理施設委託

リサイクル可

生産工程で発生する汚
水を処理し発生

生産工程で不用品発生

生産工程で発生する汚水
を処理し発生する堆積汚泥 リサイクル不可

リサイクル可

リサイクル不可

リサイクル可

動物の死体
生体搬送中にての死亡
豚

汚泥（腹糞）

リサイクル可

産業廃棄物処理工程

動物の糞尿

生産工程で発生

腹糞、敷き藁

廃アルカリ

廃プラスチック類

産業廃棄物処理施設委託
◆焼却後 管理型埋め立て

産業廃棄物処理施設委託
◆再生利用目的

産業廃棄物処理施設委託

動物性残渣

汚泥

堆積汚泥

リサイクル可

◆再生利用目的



別表２

工場長

総務部

製造部

設備管理課 　■廃棄物担当課
　■処理計画作成担当

産業廃棄物処理工程



数字（ｔ）

汚泥 堆積汚泥
廃プラス
チック

ガラス･陶器く
ず

金属くず
(使用済蛍光

管)
「水銀使用製

品
産業廃棄物」

ガラス・陶
器くず

動物性残
渣

廃アルカリ
汚泥

(腹糞）
動物の死体 木くず 合計

①現状（令和5年度実績）排出量 1,072.97 10.40 30.10 0.00 0.00 12.75 1,122.06 117.04 16.100 1.65 2,383.07
②計画（令和6年度計画）排出量 1,051.51 10.19 29.50 0.00 0.00 12.50 1,099.62 114.70 15.778 1.62 2,335.41

①現状（令和5年度実績）排出量 0.00
②計画（令和6年度計画）排出量 0.00

自ら熱回収を行った量 0.00
自ら中間処理により減量する量 0.00
自ら熱回収を行った量 0.00
自ら中間処理により減量する量 0.00

①現状（令和5年度実績）自ら埋立処分を行った量 0.00
②計画（令和6年度計画）自ら埋立処分を行う量 0.00

全処理委託量 1,072.97 10.40 30.1 0.00 0.00 12.75 1,122.06 117.04 16.100 1.65 2,383.07
(内訳）優良認定処理業者へ処理を委託した量（22記入無） 0.00
(内訳）再生処理業者へ処理を委託した量 1,072.97 0.00 1,122.06 117.04 16.100 2,328.17
（内訳）認定熱回収業者へ処理を委託した量（22記入無） 0.00
（内訳）認定以外の熱回収業者へ処理を委託した量 10.40 30.10 12.75 1.65 54.90
全処理委託量 1,051.51 10.19 29.50 0.00 0.00 12.50 1,099.62 114.70 15.778 1.62 2,335.41
(内訳）優良認定処理業者へ処理を委託する量 0.00
(内訳）再生処理業者へ処理を委託する量 1,051.51 0.00 1,099.62 114.70 15.778 2,281.61
（内訳）認定熱回収業者へ処理を委託する量 0.00
（内訳）認定以外の熱回収業者へ処理を委託した量 10.19 29.50 12.50 1.62 53.80

別添内訳書

廃棄物の排出の抑制に関する事項

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

産　業　廃　棄　物　処　理　計　画　書

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状（令和5年度実績）

②計画（令和6年度計画）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状（令和5年度実績）

②計画（令和6年度計画）

自ら行う産業廃棄物の埋め立て処分
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